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東京地裁昭和五三年(行ウ)第五五号、五五・八・八判決

判 決

原 告 社会福祉法人恩賜財団済生会

原 告 社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院

被 告 中央労働委員会

被告補助参加人 全済生会労働組合

被告補助参加人 全済生会労働組合中央病院支部

主 文

一 原告社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院の訴を却下する。

二 原告社会福祉法人恩賜財団済生会の請求を棄却する。

三 訴訟費用は、参加によって生じた分を含めて、原告社会福祉法人恩賜財団済生会

の負担とする。

事 実

第一 当事者の求める裁判

一 原告ら

1 被告が中労委昭和五二年(不再)第五八号不当労働行為救済命令再審査申立につい

て発した昭和五三年三月一五日付命令は、これを取消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

二 被告及び補助参加人ら

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

第二 当事者の主張

一 原告ら

1 補助参加人らは、東京都地方労働委員会(以下「都労委」という。)に対し、原告

らを被申立人として不当労働行為の申立をし、同委員会は、昭和五二年八月二日付

で別紙二のとおりの命令(以下「初審命令」という。)を発した。原告らは、初審命

令を不服として被告に対して再審査の申立をしたところ、被告は、昭和五三年三月

一五日付で別紙一のとおりの命令(以下「本件命令」という。)を発し、右命令書は、

同年四月二四日、原告らに交付された。

2 しかし、本件命令は、以下のとおり、事実認定を誤り、法解釈を誤ったばかりか、

裁量権の範囲を逸脱する命令であるから取消されるべきである。

(一) 原告病院の被申立人適格

本件命令が維持した初審命令は、原告社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京

都済生会中央病院(以下「原告病院」という。)に独立の被申立人適格を認めて

いるが、原告病院は、原告社会福祉法人恩賜財団済生会(以下「原告済生会」

という。)の下部組織たる東京都済生会の経営にかかる一施設にすぎないので

あるから、救済命令における被申立人適格を有しないのであって、右の点を看

過して発せられた本件命令は取消されるべきである。

(二) 二重命令

本件命令が維持した初審命令の主文第二項は、別紙二のとおり、原告ら双方
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に対してポスト・ノーテイスを命じているが、仮に原告病院が原告済生会の一

支部たる東京都済生会の経営にかかる一施設以上の独立の事業体であるとして

も、原告済生会と原告病院の関係は、いわば同一法人における本社と事業所と

の関係であるから、右命令は同一法人に対する二重命令であり、少なくともそ

の一方に対する命令は取消を免れない。

(三) 不当労働行為の不存在

(1) 原告病院に対する補助参加人全済生会労働組合中央病院支部(以下「支部

組合」という。)からの昭和五一年の一時金要求は、夏期一時金については、

「二・五ケ月プラス二万円」、年末一時金については、「三・五ケ月プラス

二万円」という方式(以下「倍率方式」という。)でなされたところ、本件

命令は、倍率方式をもってなされた右一時金要求の算定の基礎となる昭和

五一年の新賃金についての合意が成立していなくとも、支部組合において、

妥結の月から新賃金を実施するとの条項(以下「妥結月実施条項」という。)

を除いて、原告病院の提示した賃金額そのものについては受諾回答をして

いるから、これによって新賃金額が確定し、これを右一時金算定の基礎と

なしえたのにもかかわらず、右算定をしなかったのは不当であるとする。

しかしながら、原告病院は、昭和五一年の賃金引上げの交渉に際し、引

上げの実施時期によっては引上額そのものも変動する可能性があるため、

引上額と実施時期とを不可分一体のものとして提示したのであるから、こ

れに対する受諾の意思表示も右両者について不可分一体としてなされなけ

れば、右賃金引上げの合意は成立しないのであって、右新賃金は未だ確定

していない。したがって、右新賃金を基礎として倍率方式をもって要求さ

れていた右一時金の算定も不可能であり、右一時金について団体交渉を行

うことはできなかった。

それにもかかわらず、本件命令は、右一時金の算定が可能であり、右一

時金について団体交渉をなしえたことを前提としたうえ、支部組合との間

で右団体交渉が開かれず、支部組合員に対して各一時金が払われなかった

ことをもって不当労働行為と認定しているのであるから、右は、事実の認

定を誤り、ひいては判断を誤ったものである。

(2) また本件命令は、新賃金が未確定であっても本件各一時金問題は解決し

えたとしている。これは、原告病院が昭和五二年の賃金引上げ交渉に際し

て、支部組合に提案した方式(倍率方式によらず、直接に具体的な支給金額

そのものを表示する方式。以下「実額方式」という。)の採用を言うものと

思われる。しかしながら、原告病院が実額方式を考案したのは昭和五二年

であって、本件で対象となっている昭和五一年の各一時金交渉の時には未

考案のものであったのだから、実額方式によって本件各一時金が解決しえ

たとするのは誤りである。

(3) したがって、本件命令は取消されるべきである。

(四) 救済利益の欠缼

(1) 補助参加人らが都労委に対して救済命令を申し立てたのは、昭和五二年
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四月一六日であるところ、原告病院は右申立に先立つ同月五日と一五日の

二回に亘って支部組合との間で右一時金問題について団体交渉を開き、支

部組合に対して実額方式による要求方法を示唆提案し、その検討を促した。

また、右申立後の同月二五日及び五月二日、原告病院は、その試算にかか

る実額方式での回答案を協定書にまとめ、団体交渉の席で、これを支部組

合に対して提示した。右回答案は、原告病院と訴外済生会中央病院労働組

合(以下「病院組合」という。)との間で妥結した内容を、その支給額につ

いて倍率方式によらず、直接に具体的な支給金額をもって表示しただけの

ものであり、支給対象者を支給日現在在職者とする条項(以下「支給日現在

在職者条項」という。)をも含めて、実質的にすべて病院組合に提示し妥結

したものと同一内容のものであった。

(2) したがって、支部組合による都労委への救済申立前であっても、実額方

式での一時金要求をしていたならば右の交渉も進展しえたはずであり、ま

た、右五月二日以降においては、原告病院の提示した実額方式による協定

書に調印するならば、支部組合の組合員も、病院組合の組合員はじめ他の

従業員と同一の条件で右各一時金の支給が受けられたばかりか、現在でも

受けることができるのである。それにもかかわらず、支給日現在在職者条

項に反対して、支部組合が右実額方式による具体的な支給金額についての

交渉を拒んでいるため妥結に至らず、右各一時金が支払われないのである。

支部組合は、自らの責任でかかる不利益を惹起せしめている以上、もはや

救済の利益を欠くものであり、右判断を誤った本件命令は取消されるべき

である。

(五) 裁量権の濫用

(1) 労働委員会も一個の行政機関であるから、その裁量権の行使については、

その目的を達するために必要な最少限度にとどめるべきであり、いわゆる

「比例原則」が、適用になる。

(2) ところで、本件においては、原告病院が支部組合の倍率方式による一時

金要求は算定の基礎となる昭和五一年の新賃金が未確定であって算定しえ

ないから、まず右新賃金について妥結することが一時金の交渉の前提であ

ると主張したのに対して、支部組合が右新賃金は昭和五一年六月七日の受

諾回答をもって既に確定済であるとして、右一時金についてだけの交渉に

固執したため、その前提条件で調整がつかず、団体交渉が開けなかったも

のである。右に述べたような前提条件の調整がつかないために一時金の交

渉ができない状態が、労使間の正常なバランスを欠くと認められたとして

も、被告としては、たとえば、「使用者は賃金未確定との主張に固執して

団交を引き延ばしてはならない。」等の原告病院をして支部組合との団体

交渉を開くためにその前提となった障害事由を取除くような命令をもって

右状態を是正しえたのにもかかわらず、右範囲を超え、未だ協定の締結も

なされていない状態で、一時金の支払を命ずることは、もはや右是正目的

達成のための必要な最少限度を超えるものであり、しかも使用者は協定と
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いう合意の媒介なしに財産的出捐を強制されることになるから、憲法第一

九条及び第二九条第一項にも牴触することになる。したがって、本件命令

は、裁量権の濫用として取消されるべきものである。

3 よって、原告らは、本件命令の取消を求める。

二 被告

1 原告ら主張 1 の事実は認め、同 2 については争う。

2 本件命令は、労働組合法第二五条、第二七条及び労働委員会規則第五五条に基づ

き適法に発せられた行政処分であって、処分の理由は別紙一の命令書の理由のとお

りであり、被告の認定した事実及び判断に誤りはない。

三 補助参加人ら

1 原告ら主張 1 の事実は認め、同 2 については争う。

2 不当労働行為について

(一) 昭和五一年六月七日、支部組合は、原告病院に対し、同病院の賃金回答中、

妥結月実施条項を除いてすべて受諾する旨及び一時金は右受諾額を算定基礎と

するよう回答したから、右算定基礎は明確になった。

(二) 昭和五一年の賃金引上げと一時金とは、右一時金の算定につき、便宜的に賃

金額を基礎にする以外には何ら相関関係はない。仮に新賃金が未確定であって

も、一時金について交渉したり、回答したりすることは十分に可能である。

(三) したがって、原告病院が右新賃金の未確定を理由として本件一時金について

の交渉を拒み、もって支部組合の組合員に対して右一時金を支給しなかったこ

とは、不当労働行為である。

3 救済利益について

(一) 昭和五二年五月二日に原告病院が支部組合に対して提示した協定書には、支

給日現在在職者条項が付されており、支部組合は、次の理由により右条項を受

諾できないので、これと一体として提示された右実額方式による協定書に調印

することができなかったのである。

(二) 支部組合の組合員である X1、X2、X3 の三名は、昭和五一年の年末一時金

の支給日から同五二年五月までの間に原告病院を退職したので、右五月の時点

で支部組合が右支給日現在在職条項を受諾したならば、右三名は右年末一時金

の支給を受けられないおそれがあった。

(三) 原告病院も右事情を知りながら、支部組合らが救済申立をしたために、形式

的に右の提案をしたのであり、もとより妥結に至らないことを見越してなされ

たものであるから、これによって補助参加人らの救済の利益が失われるもので

はない。

第三 証拠

一 原告ら

1 証人 Y1
2 乙号各証及び丙号各証の成立を認める(丙第二号証及び第七ないし第一二号証は、

原本の存在及び成立ともに認める。)。

二 被告
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乙第一ないし第一三二号証

三 補助参加人ら

1 丙第一ないし第一二号証(第二号証及び第七ないし第一二号証はいずれも写)

2 証人 X4
理 由

第一 原告病院の訴訟当事者能力

本件記録によれば、原告病院は、東京都済生会の経営にかかる一施設であり、東

京都済生会は、原告済生会の下部組織の一である支店たることが明らかである。と

ころで、支店は、法人組織の一部を構成するものにすぎず、法律上、独立の権利義

務の主体とはなりえないものであって、その支店の一部を構成するにすぎない施設

もまた同様である。

したがって、法律上、独立の権利義務の主体となりえない原告病院は、訴訟当事

者能力を有しないから、原告病院の本件訴は不適法であり、これを却下すべきもの

である。

なお、本件命令において、原告病院も被申立人として表示され、命令の名宛人と

されているが、その趣旨は後述のとおりに解され、右命令の名宛人とされているか

らといって原告病院が訴訟当事者たりうるものではない。

第二 原告済生会の請求について

一 原告主張 1 の事実については当事者間に争いがない。

二 原告主張 2 について

1 本件紛争の経過

成立に争いのない乙第三号証、第五号証、第七ないし第一六号証、第一八ないし

第二二号証、第二四ないし第四九号証、第五一ないし第五四号証、第五九ないし第

七六号証、第八一ないし第八四号証、第八六ないし第九三号証、第九五ないし第一

一〇号証、第一一六号証、第一一八号証、第一一九号証、第一二四号証、第一三二

号証(なお、第七一号証は第二六号証に、第七二号証は第二八号証に、第七三号証

は二九号証に、第七四号証は第三一号証に、第七五号証は第三三号証に、第七六号

証は第三五号証に、第八一号証は第四四号証に、第八二号証は第四六号証に、第八

三号証は第四七号証に、第八六号証は第五二号証に、第八八号証は第五三号証に、

それぞれ同じ。)、原本の存在及び成立に争いのない丙第一〇ないし第一二号証、

証人 Y1 の証言、同 X4 の証言(一部)を総合すれば、次の事実を認めることができ、

右認定に反する証人 X4 の供述部分は、採用し難い。

(一) 原告済生会は、医療施設等を設置して社会福祉事業を行うことを目的とする

社会福祉法人であり、全国各地に支部(支店)を設けて事業経営を分掌させると

ともに、右各支部の運営につき、企画、指導、連絡の任に当っている。社会福

祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院(第二において、「中央病院」

という。)は、原告済生会の一支部たる東京都済生会の経営にかかる一施設た

る総合病院であり、同病院に勤務する従業員の賃金等を含む労働条件の交渉及

び決定の権限を有していた。

(二) 支部組合は、中央病院及びその付属施設に勤務する従業員の一部で組織され
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た労働組合であり、補助参加人全済生会労働組合は、支部組合を含め、原告済

生会の全国各地の施設を単位とする従業員で組織された労働組合の連合体であ

る。

なお、中央病院には、支部組合外、同組合に所属しない従業員で組織された

病院組合が併存している。

(三) 昭和五一年三月二二日、支部組合は、中央病院に対して同年度の賃金引上げ

要求をなし、以後その交渉を続けていた。

他方、病院組合も中央病院と賃金引上げ交渉をしていたところ、四月二二日、

中央病院は、同組合に対し、賃上額の回答を妥結月実施条項を付して提示し、

翌二三日、同組合はこれを受諾して中央病院と右内容の協定を締結した。

右同日、中央病院は、支部組合に対し、病院組合と妥結調印したものと同一

の回答を提示したが、支部組合はこれを拒み、その後、六月七日に至って、妥

結月実施条項を除き、賃金引上総額については同意する旨を中央病院に通知し

た。

(四) 右同日、右通知と併せて、支部組合は中央病院に対して、同年の夏期一時金

につき、基本となる賃金の二・五か月分プラス二万円とする倍率方式で要求書

を提出したが、翌八日、中央病院は、同組合に対し、右一時金要求は、新賃金

によるものか、旧賃金によるものかを回答するよう求め、同日、同組合は現在

の賃金交渉妥結の結果を算定基礎とするよう申し入れた。

これに対し、翌九日、中央病院は、「昭和五一年度賃上げ等について、現在

病院と支部組合との間に妥結調印はされておりません。」、「夏期一時金要求額

が不明確な基礎の上に立っているので、病院は前記昭和五一年度の賃上げ等に

関し妥結調印後回答いたします。」との態度を打ち出したため、即日、支部組

合は、「昭和五一年四月二三日付病院回答による賃金引上げ総額については同

意します。」、「夏期一時金の算定基礎は新賃金をもって算定するよう合せて申

入れます。」と通知した。

翌一〇日、中央病院は、右申入に対し、賃上げ等に関し妥結調印後夏期一時

金について回答をするとの態度を変えず、賃上げについては、病院最終回答に

よる妥結調印の外は、交渉する意思はない旨回答するとともに、六月一七日に

団体交渉を行いたいとの申入をしたが、団体交渉は開催されず、その後三回に

わたり同趣旨の申入が繰り返された。

他方、支部組合は、六月二六日付で「昭和五一年度賃金引上げ病院側協定案

による応諾団交には応じられません。」、「組合では、病院側提示の賃金引上げ

額についてはすでに同意をしています。」、「夏期一時金交渉についても昭和五

一年六月七日付要求書にそって交渉されるよう申し入れます。」と通知した。

その後九月に至るまで双方がそれぞれ数回同趣旨の申入を行ったが、結局、

双方がその主張を繰り返すにとどまり、夏期一時金についての団体交渉が開か

れることはなかった。

この間、六月二五日、中央病院は、病院組合との間で年間賞与協定を締結し、

七月七日、同組合員に対して夏期一時金を支給した。
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(五) 右夏期一時金をめぐる中央病院と支部組合との交渉が何ら具体的な進展のな

いまま、一〇月二二日、支部組合は、中央病院に対し、昭和五一年の年末一時

金につき基本となる賃金の三・五か月分プラス一律二万円との内容の倍率方式

による要求をなしたが、中央病院は、同月三〇日付で「昭和五一年度年末一時

金については昭和五一年賃上げが確定次第議題に入ります。」と夏期一時金の

際と同様の回答をなし、その後、昭和五二年四月に至るまで支部組合は、数回

にわたり右各一時金について団体交渉を申し入れ、中央病院も、夏期一時金の

際と同旨の条件を示しつつ、数回団体交渉の申入れをしたが、結局、夏期一時

金の場合と同様の経過をたどった。

他方、病院組合員及び非組合員に対しては、昭和五一年一二月四日、年末一

時金の支払がなされた。また、支部組合を脱退した従業員に対しては、逐次、

新賃金との差額及び右各一時金の支払がなされた。

(六) 昭和五二年四月五日に至り、中央病院と支部組合との間で右各一時金につい

ての交渉がなされ、同月一五日、中央病院は支部組合に対し、右各一時金につ

き、賃金を基礎とする倍率方式によるのではなく、直接、具体的な要求金額そ

のものを表示する実額方式によって要求することを示唆し、その検討を促した

が翌一六日、支部組合は、これに応ずることなく、都労委に救済を申し立てた。

右申立後も同月二五日に団体交渉がなされ、さらに五月二日、中央病院は、

夏期及び年末一時金につきその試算にかかる実額方式での回答を一括して協定

書案としてまとめ、これを支部組合に提示した。右協定書案の内容は、中央病

院と病院組合との間で妥結調印したのと同一の条件の下に、右各一時金につい

て具体的な支給金額そのものを表示し、年末一時金については支給日現在在職

者条項を付したものであった。

しかしながら、支給日現在在職者条項にいう「支給日」は、病院組合の場合、

昭和五一年一二月四日であったが、支部組合の場合には昭和五二年五月二日以

降となり、支部組合員であって、右同日までに中央病院を退職していた X1、X2、
X3 の三名が、右年末一時金の支給を受けられない虞があったため、支部組合

は右協定書案に同意せず、各一時金とも妥結をみるに至らなかった。

2 不当労働行為の成否について

右 1 において認定した事実関係のもとにおいて、不当労働行為が成立するか否か

につき判断する。

前認定の事実によれば、中央病院は、原告済生会の支部の一施設として従業員の

労働条件の決定等を行っていたものであるところ、昭和五一年六月七日に支部組合

からなされた同年度の夏期一時金の要求に対して、その要求が未だ確定していなか

った同年度の新賃金を基礎とする倍率方式によっていた点をとらえ、要求額が不明

確な基礎の上に立っているとして右新賃金について妥結調印した後に回答するとの

態度をとり、その後一貫して右新賃金が確定しない限り夏期一時金について交渉す

る余地がないとして、新賃金の妥結調印を求める団体交渉の申入れを続けていた。

そして、同年一〇月二二日、支部組合が同年度の年末一時金の要求を夏期一時金と

同様に倍率方式によって行った際にも、同様の態度を示し、その後も引き続き各一
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時金の要求につき新賃金の妥結が交渉の前提問題となるとの姿勢を崩さなかった。

他方、支部組合は、このような新賃金の妥結を前提とする中央病院の申入れに係る

団体交渉には応じられないとして、一時金の要求を直接の交渉事項とする団体交渉

を開くよう要求していたが、双方がその主張を譲らなかったため、結局一時金につ

いての団体交渉は、昭和五二年四月五日に至るまで開催されなかったものである。

ところで、前認定のとおり、支部組合は、夏期一時金の要求をするに当たって、

昭和五一年度の新賃金について妥結月実施条項を除き中央病院の提示した賃上額自

体には同意する旨通知し、さらに、中央病院からの問い合せに対して、夏期一時金

の算定基礎となる賃金に右の新賃金である旨回答している。そうすると、右回答が

なされた時点においては、妥結月実施条項についての合意がないために新賃金が確

定していなかったとはいうものの、倍率方式によって算定基礎となる賃金額は明ら

かにされていたのであるから、中央病院が支部組合の夏期一時金の要求額を把握す

ることは可能であったといわなければならない。このことは、年末一時金について

も同様である。そして、一時金の要求は、賃金の確定を前提としなければならない

わけのものではなく、たとえそれが倍率方式によっていたとしても、要求額が算出

しうる限り、賃金とは別個に交渉の対象となり、額を提示することなどにより交渉

が可能であったはずである。しかるに、中央病院は、前記のとおり、新賃金の確定

が一時金についての交渉の前提になるとしてその妥結調印に固執し、一時金の要求

を直接の交渉事項とする団体交渉は開催しようとしなかったのであって、このよう

な中央病院の態度は、支部組合において当初賃金交渉が額については妥結したかの

ような態度をとっていたことを考慮に入れても、なお妥当性を欠いていたものと評

さざるを得ない。

そして、前認定の事実によれば、中央病院は、病院組合との間においては、昭和

五一年六月二五日年間賞与協定を締結し、夏期一時金、年末一時金をそれぞれ七月、

一二月に支給していたのであり、支部組合との間で一時金についての妥結が遅れ、

支部組合員に対する支給時期が延びることは、支部組合に対し重大な影響を及ぼし

かねない情況にあったものと認めることができる。

右に認定、説示したところを総合すると、中央病院は、新賃金につき妥結がなさ

れず、未確定であることを口実として、一時金に関する交渉、妥結を引き延ばし、

支部組合員に対する一時金の支給を遅延させることにより、支部組合員を不利益に

取り扱うと同時に、支部組合に対する支配介入を行ったものと解さざるを得ず、右

行為は、原告済生会の行為として、労働組合法第七条第一号及び第三号に規定する

不当労働行為に該当するものである。

原告済生会は、新賃金未確定の間に一時金について交渉するには実額方式による

以外にないが、中央病院がこの方式を考えついたのは昭和五二年になってからであ

るから、交渉のしようがなかった旨主張し、前掲乙第一三二号証中にはこれにそう

記載部分があり、証人 Y1 も同趣旨の供述をしているが、右記載部分及び供述部分

は、前掲乙第一一九号証に照して、信用することができないので、右主張は採用で

きない。

3 救済利益の欠缺の主張について
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原告済生会は、支部組合の本件救済申立には救済の利益がないと主張するので検

討する。

前記 1(六)のとおり、中央病院が支部組合に対し、実額方式で要求するよう示唆

し、さらにその旨の協定書案を提示したことは、これを認めることができる。

しかしながら、前記のとおり、本件においては、一時金要求について団体交渉を

開始するにつき、新賃金が未確定であることは特に障害とはならなかったのにもか

かわらず、中央病院は、新賃金の妥結調印に固執し、一時金の要求を直接の交渉事

項とする団体交渉を開こうとしなかったのであるから、右の経緯に鑑みると、真実、

右団体交渉を進展させようとするのであれば、実額方式による提案も支部組合にお

いて受諾可能な形のものでなければならなかったといえる。ところで、中央病院の

右実額方式による協定書案のうち年末一時金については、支給日現在在職者条項が

付されていたが、右条項は、その形式においては病院組合に付されたものと同一で

あるものの、右両組合に対する実際の「支給日」の点では実質上相違し、仮に支部

組合が右条項を受諾するならば、支部組合に所属していた三名が右年末一時金の支

給を受けられない虞があったことは、前認定のとおりである。したがって、中央病

院による実額方式による協定書案の提示も、前記のような経緯で交渉が延ばされて

いた状況下で右のような条項を付した点において、なお間然すべき点がないとはい

い難く、支部組合が、中央病院から各一時金について一括して提案された右のよう

な条項を含む協定案に応ずることができなかったのも無理からぬものと認められ

る。

そうすると、中央病院が右のような形で実額方式を提案し、この方式による協定

案を示したからといってこれにより、既に行われた不当労働行為が払拭され、支部

組合の救済の利益が喪失したものと言うことはできない。

4 裁量権の濫用の主張について

原告済生会の主張するところは、要するに、仮に不当労働行為であるとしても、

協議命令をもって十分にその回復が可能であり、本件命令は裁量権の範囲を逸脱し

たものであるというにある。

しかしながら、前記認定の事実によれば、中央病院は、自らの条件に固執して一

時金についての団体交渉をなさず、長期間を経た後ようやく団体交渉に応じ、支給

金額を実額で回答したものの、支給日現在在職者条項を付したため、依然として交

渉は進展せず、このため、支部組合員が各一時金の支給を受けられない状態は、相

当長期間に及んだのに対し、病院組合員に対する支給は、正常な時期に行われてい

たものである。これらの事情に照らすと、仮に、被告が協議命令を発したとしても、

それによって右一時金交渉が容易に妥結に至ることは期待し難いところであり、長

期間に亘つて本件各一時金の支給を受けていない支部組合員の不利益は大きく、早

急にこれを回復させるべき必要性があったと認められる。右のような本件の事実関

係のもとにおいては、労働委員会が、労使間の合意がないにもかかわらず本件各一

時金の支払を命ずることは、その合理的な裁量権の範囲内にあるものとして肯認し

うるところであり、憲法第一九条及び第二九条第一項にも牴触するものではなく、

原告済生会の右主張は理由がない。
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5 中央病院の被申立人適格及び二重命令の主張について

労働組合法第七条にいう「使用者」とは、労働契約の当事者となって労働者を雇

用する地位にある者を指し、救済命令は右の者を名宛人として発すべきものと解さ

れるところ、本件命令の維持する初審命令は、独立の法人格を有しない支店の一施

設たる中央病院を被申立人と表示し、これを命令の名宛人としている。この点にお

いて右命令は使用者に該当しない者を使用者として表示したものというべきである

が、このような救済命令も表示上の名宛人を支配する実質上の使用人を名宛人とし、

表示上の名宛人をして命令に従わせるよう義務づける趣旨の命令と解するのが相当

である。したがって、初審命令の主文第一項は、表示上は中央病院を名宛人として

いるが、実質は原告済生会を名宛人として、中央病院をして一時金の支払をなさし

めるよう義務づけた趣旨と解され、同第二項も同様に原告済生会に中央病院をして

掲示を行わせるよう義務づけた趣旨と解される。ところで、右の主文第二項におい

ては、中央病院のほか、原告済生会自身も名宛人とされているため、右のように中

央病院に対する命令を原告済生会に対する命令と解すると、形式上同一法人に対し

二個の命令がなされたものとみられる余地がないわけではないが、命じられている

行為は独立した二個の行為ではなく、一個の行為であることが明らかであるから、

単に一個の主文の中で同一名宛人が重複して記載される結果となったに過ぎないも

のと解するのが相当である。したがって、右主文第一、二項はいずれも違法と解す

べきものではない。

右によれば、中央病院の被申立人適格及び二重命令についての原告済生会の主張

は、理由がない。

第三 結論

以上の次第で、原告病院の本件訴は不適法であるからこれを却下し、原告済生会

の本件請求は理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用(参加によって生じた分を含

む。)につき民事訴訟法第八九条、第九三条第一項但書及び第九四条を適用して、主

文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第一九部


